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神戸市初の広域農業法人「農事組合法人 神出
か ん で

アグリ」が設立 

～西区神出
か ん で

町で５つの集落営農組合が結束～ 
 

  

１．概要 

 集落を単位として農業生産を共同で取り組む組織である集落営農組合が、市内に 66 あ

ります。しかし、近年、集落営農組合の組合員も高齢化し、後継者不足が深刻になり、数

年後の組織や集落の農地の維持が心配されるようになってきました。 

このため、市では農地管理神戸方式（１町まるごと法人）として集落営農組合が集落の

枠を越えて、農地管理や人材の確保、農作業受託の連携を行うことが、農地の持続的な維

持管理を可能にする有効な手法であると考え、集落から町単位への広域法人化を推進して

きました。 

このたび、令和３年３月１日付けで、神戸市西区神出町で神戸市初の広域農業法人とな

る、「農事組合法人 神出アグリ」（以下、神出アグリという。）が設立されることになり

ました。 

 

２．神出アグリの設立について 

 （１）背景 

    西区神出町においては、農業者の高齢化や後継者不足などの問題があり、集落

の農地をいかに守っていくのかが課題となっていました。 

（２）設立まで 

神出町の 19 集落のうち 11 の集落で集落営農組合が設立しており、以前から集

落営農組合の広域化の議論がありました。令和元年度から集落営農組合の広域化

について、税務研修会や簿記研修会を 10 回以上行うなど、本格的な議論を進め、

同年 12月には神出町広域法人化準備委員会を発足しました。 

（３）広域農業法人の設立 

このたび、設立総会が開催され、５つの営農組合（東
ひがし

、田井
た い

、勝
よし

成
なり

、グリーン
ぐ り ー ん

紫遊
ゆうゆう

、

上北
かみきた

古
こ

）が結束し、広域農業法人の「神出アグリ」が設立されることになりました。

（組合員 180名、経営面積 約 64ha） 

（４）法人の形態 

法人の形態は、農業協同組合法に基づく農事組合法人となります。本支店方式と

いう２階建ての法人形態を採用し、神出アグリ（本店）の下に５つの営農組合（支

店）を置きます。また、既に神出町で法人化している、農事組合法人 神出北営農

組合と連携して営農に取り組みます。※本店事務局はＪＡ兵庫六甲神出支店です。 



 

３．広域農業法人の経営 

（１）農地中間管理機構を活用し、大規模な農地を一元管理します。 

（２）水稲経営を中心にし、キャベツ、小豆、大豆など収益性のある作物を導入してい

きます。 

（３）経営安定化と担い手確保のため、高付加価値をもつ特産物の開発を行っていきま

す。 

（４）集落の枠を越えて、人材の確保、農作業受託の連携を行うことにより、高齢化や

労働力不足、耕作放棄地を解消します。 

（５）農業生産に必要な資材を一括購入することによりコストの削減を図ります。 

（６）国の補助事業に申請し、農業機械を導入することができます。 

※国の補助事業の採択を受けるには、法人であり、かつ経営面積が多いほどポイ 

ントが高くなり、採択されやすい。 

 

４．参考 

（１）農事組合法人 神出アグリ組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）令和３年２月 11日 「農事組合法人 神出アグリ」 設立総会の写真 
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